
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５長第７０号 

事故等種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２７年７月３０日 ０６時２０分ごろ 

発生場所 熊本県天草市大
おお

多尾
た お

漁港南方沖 

 大多尾港３号防波堤灯台から真方位１９０°５００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°２１.１１′ 東経１３０°１２.７６′） 

事故等調査の経過  平成２７年８月１０日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（長崎事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ありさ、５トン未満（長さ７.８０ｍ） 

 ２９３－２１６５０熊本、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り場へ向けて大多尾漁港南方沖

を航行中、平成２７年７月３０日０６時２０分ごろ、徐々に推進力が

なくなり、停船した。 

本船は、船長が機関を点検したところ、クラッチが嵌合
かんごう

できない状

態であり、海上保安庁及び修理業者に航行不能となったことを連絡し

て救助を求め、来援した修理業者の船舶に天草市大門
おおもん

港へえい
．．

航され

た。 

本船は、入港後、修理業者が調査したところ、クラッチの作動油

（以下「クラッチ油」という。）が不足しており、クラッチ油のこし

器にゴミ等が詰まっていることが判明した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  本船は、本インシデント後、クラッチ油のこし器を掃除し、クラッ

チ油を補給したところ、正常に航行できるようになった。 

 船長は、クラッチ油の点検を行っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、大多尾漁港南方沖を航行中、クラッチ油のこし器が目詰ま

りを起こしたことから、作動油の圧力が低下し、クラッチが嵌合でき

なくなり、運航不能となったものと考えられる。 



原因  本インシデントは、本船が、大多尾漁港南方沖を航行中、クラッチ

油のこし器が目詰まりを起こしたため、作動油の圧力が低下し、クラ

ッチが嵌合できなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・クラッチの作動油系統において、油こし器や油量などを定期的に

点検すること。  


